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令和３年７月６日発行横浜市報調達公告版第81号により公告した「行政情報ネットワーク運用保守業務委

託 一式」に記載した履行期間、入札方法、その他事項に誤りがあったため、次のとおり訂正する。 

 

誤 

「１  ( 3 )  履行期間  

令和３年 1 0 月１日から令和６年９月 3 0 日まで                  」  

正 

「１  ( 3 )  履行期間  

ア  履 行期間（ 令和３年 度分）  

令和３ 年 1 0 月１日から令和 ４年３月 3 1 日まで  

イ  総 履行期間  

令和３ 年 1 0 月１日から令和 ６年９月 3 0 日まで  

（地方 自治法（ 昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 4 条の３に 基づく長 期継続  

契約）                              」  

 

誤 

「１ (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。                            」 

正    

「１ (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における委託料の総価により行う。             」  

 

誤 

「12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。                                    」 

正 

「12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契 約は地方 自治法第 2 3 4条の ３に基づく 長期継続 契約であ るため、 本件

契約の 締結日の 属する年 度の翌年 度以降に おいて本 件契約に 係る横浜 市の歳出

正  誤 
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予算が 減額又は 削除され た場合は 、横浜市 は、本件 契約を変 更し、又 は解除す

ること ができる ものとす る。また 、受託者 は、本件 契約に係 る横浜市 の歳出予

算が減 額又は削 除された ことによ り、本市 が本件契 約を解除 した場合 において

、本市 が翌年度 以降に支 払いを予 定してい た委託料 について 請求する ことはで

きない ものとす る。また 、受託者 は、本契 約に係る 歳出予算 の減額又 は削除が

あった ことによ り、本市 が本件契 約を変更 又は解除 した場合 に生じた 損害の賠

償につ いて本市 に請求す ることは できない 。  

(4) 詳細は、入札説明書による。                                 」 

 


